
富山県信用保証協会
組織概要

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の方々
が金融機関から事業資金を調達される際、「信用保
証」を通じて、資金調達をサポートします。
加えて、「経営支援」や「創業支援」を積極的に取り
組み、中小企業の振興を通じて地域経済の発展に
努めています。

富山市総曲輪２丁目１番３号
電 話 番 号：０７６－４０３－５８１６
メールアドレス：support@cgc-toyama.or.jp
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人員構成

経営支援室
・ 創業支援室 課長以下4名
・ 経営サポート課 課長以下７名

女性活躍プロジェクトチーム
「アイラーレ」２１名

支援業務詳細

○資金繰り支援（株式取得資金・事業用資産取得資金・借換資金・運転資金等）
○課題解決支援（専門家派遣による経営支援）
○経営改善支援（中小企業診断士による経営改善計画策定支援）



保証料率
（年率）

保証期間保証限度額制度名

0.45％～1.90％
ガバナンス体制の整備に関する
チェックを受けた場合

0.20％～1.15％

一括返済： 1年以内
分割返済：10年以内

2億8,000万円事 業 承 継 特 別 保 証

0.45％～1.90％

ガバナンス体制の整備に関する
チェックを受けた場合

0.20％～1.15％

（特別小口保険0.70％）

借換資金
10年以内

2億8,000万円
（別枠）

経 営 承 継 借 換
関 連 保 証

0.45％～1.90％
（特別小口保険0.70％）

運転：10年以内
設備：15年以内

2億8,000万円
（別枠）経 営 承 継 関 連 保 証

0.45％～1.90％
（特別小口保険0.70%）

運転：10年以内
設備：15年以内

2億8,000万円
特 定 経 営 承 継
関 連 保 証

0.45％～1.90％
（特別小口保険0.80%）

運転：10年以内
設備：15年以内

2億8,000万円
（別枠）

経 営 承 継 準 備
関 連 保 証

1.15％
運転：10年以内
設備：15年以内

2億8,000万円
特 定 経 営 承 継 準 備
関 連 保 証

事業承継に関する保証制度

経営者保証を
不要に

株式・事業用
資産の買取等に

後継者が個人
で承継する際に

M＆Aによる
事業承継に

経営者保証不要
の融資に借り換
える

従業員等が個人
で承継する際に


